
川崎市民間事業者活用型保育所整備施設賃借料補助要綱 
 

制  定 平成２２年４月１日（市長決裁） 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、不動産を賃借して、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３９条に定める民間保育所（以下｢保育所｣という。）を設置するにあたり、保育所

の整備期間に要する賃借に係る経費を対象として、予算の範囲内において民間事業

者活用型保育所整備施設賃借料補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

より、保育所の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱において補助の対象者は、本市が計画し、かつ決定した保育所の設

置・運営法人等であって、「保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日

児発第２９５号厚生省児童家庭局長通知）の審査基準を満たす者（政治的目的のた

めに結成された法人等を除く。）とする。 

２ 前項に規定する法人等において、代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。）に該当する者がある場合は、補助の対象としないものとす

る。 

（補助対象経費） 

第３条 この補助金の対象経費は、保育所の開設前の整備期間において園舎等（当該

園舎に付帯し園庭として使用する土地及び設備等で賃借にあたり不可分と判断され

るものを含む。）の整備物件等を賃借する場合に、これに要する経費とする。 

（補助対象期間及び補助金交付額） 

第４条 定員が６０名以上の保育所にあっては、補助対象期間は６か月を限度として

実際に要する期間（１か月に満たない期間がある場合はこれを切り捨てた期間）と

し、補助金交付額は、第２条に規定する補助対象者と施設の所有者が締結した契約

における当該施設の補助対象期間における賃借料の所要額と、別表第１の「基準面

積」に「補助基準単価」及び補助対象期間を乗じて得られた補助基準額とを比較し

て少ない額とする。ただし、交付にあたっては１，０００円未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。 

２ 定員が６０名未満の保育所にあっては、補助対象期間は４か月を限度として実際

に要する期間（１か月に満たない期間がある場合はこれを切り捨てた期間）とし、

補助金交付額は、第２条に規定する補助対象者と施設の所有者が締結した契約にお



ける当該施設の補助対象期間における賃借料の所要額と、別表第２の「補助基準単

価」に補助対象期間を乗じて得られた補助基準額とを比較して少ない額とする。 

（交付申請） 

第５条 この補助金の交付の申請をしようとする者は、川崎市民間事業者活用型保育

所整備施設賃借料補助金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添えて、市長に提

出するものとする。 

２ 前項の申請の内容を変更する場合は、川崎市民間事業者活用型保育所整備施設賃

借料補助金変更交付申請書（第２号様式）に関係書類を添えて、市長に提出するも

のとする。 

（交付決定及び決定通知) 

第６条 市長は、前条に定める補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関

係書類を審査の上、交付の可否を決定し、速やかに申請者宛て通知するものとする。 

２ 前項の通知は、交付することを決定したときには、川崎市民間事業者活用型保育

所整備施設賃借料補助金交付決定通知書（第３号様式）により、交付しないことを

決定したときには、川崎市民間事業者活用型保育所整備施設賃借料補助金不交付決

定通知書（第４号様式）により行う。 

（補助内容の変更等） 

第７条 この補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あ

らかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（状況報告） 

第８条 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため、その実施状況について、この補

助金の交付を受けた者に対し報告を求めることができる。 

（決定の取消し） 

第９条 次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行

った指示又は命令に違反したとき。 

（４） その他この要綱に違反したとき。 

 



（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、

期限を定め、この補助金の交付を受けた者に対し返還を命ずるものとする。 

（事業実績報告） 

第１１条 この補助金の交付を受けた者は、事業が完了したとき又は補助事業の中止

の承認を受けたときは、速やかに実地検査を受けるとともに、川崎市民間事業者活

用型保育所整備施設賃借料補助金実績報告書（第５号様式。以下「実績報告書」と

いう。）により、事業の実績を市長に報告しなければならない。 

（補助金額の確定等通知） 

第１２条 市長は、前条の規定に基づく実績報告を受けた場合においては、実績報告 

書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果 

が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審 

査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川崎市民間事業 

者活用型保育所整備施設賃借料補助金額確定通知書（第６号様式）により、申請者 

に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額と、第６条第１項に規定する 

交付の決定の額が同額の場合には、賃借料補助金額確定通知書による通知は省略す 

ることができるものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告に

より補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第７号様式）

により、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助金の交付を受けた

者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費

税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等が消費税及び地方消費税の

申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告に基づき報

告を行うものとする。 

２ 前項の報告があった場合は、補助金の交付を受けた者は、前項の仕入控除税額か

ら補助金の額の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を控除

した額を返還するものとする。 

（書類の整備等） 

第１４条 この補助金の交付を受けた者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の

関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後５年間保存しなければな

らない。 



（委任） 

第１５条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、こども未来局長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年１２月１２日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  

 

別表第１（第４条関係） 

項目 基準面積 補助基準単価 

園舎（付帯設備を

含む。） 

附表に定める補助基準面積の

範囲内で実際に要する面積と

する。 

月額 １㎡当り １，３００

円 

園庭 

園舎に附帯し、賃貸借契約上、

密接不可分であって、認可基

準を満たす園庭について、２

歳以上定員数に６．６㎡を乗

じた面積と実園庭面積のう

ち、小さい方の面積とする。 

同上 

 



 別表第２（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

附表（第４条関係） 
 

補助基準面積 

基本面積＋加算面積 

基本面積 

定員区分別の１人当り面積×定員 

定員区分 １人当り面積 

６０～９０人 
９１～１２０人 
１２１～１５０人 
１５１～１８０人 
１８１～２１０人 
２１１～２４０人 
２４１～２７０人 
２７１人以上 

７．４㎡ 
７．２㎡ 
７．０㎡ 
６．７㎡ 
６．６㎡ 
６．５㎡ 
６．４㎡ 

市長が承認した面積 

加算面積 

低年齢児の受入れを促

進するために、乳児室及

びほふく室を整備する

場合の加算面積 

３６．０㎡ 

一時保育室併設加算面

積 ６７．０㎡ 

地域子育て支援センタ

ー併設加算面積 ８０．３㎡ 

 

補助基準単価 

月額 ４５１，５００円 


